            「中華民国学術・商務・トラベルカード」申請受付のお知らせ
  中華民国政府は海外から優秀な人材を誘致するために、優遇措置の一環として「中華民国 
学術・商務・トラベルカード」を導入し、2009年3月16日から申請を開始しました。このカ
ードをお持ちの方は、入国審査の際に空港内に設置されている専用レーンを利用して、迅速
に入国手続きを済ませるほか、カードの有効期限内（通常3年間）での数次利用やパスポー
トとカードのみでの入国審査が可能という利便性が特徴です。
  就労を目的としない外国籍の方で、次のどちらかに該当すれば「中華民国 学術・商務 旅行カード」を申請することができます。
一、現代科学技術にかかわる各分野での技術者、研究者、開発者、管理者、製造者、大
    学教授など専門家としての実績を有すること。
二、オリンピック競技または国際公式試合に上位受賞されたスポーツ選手並びに技能士
     に該当すること。
三、わが国に１億ドルを超える投資を行った外資企業の上位経営者またはわが国の学術
    あるいは経済の発展に貢献されたこと。
詳しくは中華民国内政部入出国及び移民署ウェブサイト
(http://www.immigration.gov.tw)にアクセスし、または台北駐日経済文化代表処（03-3280-7807・
03-3280-7808）にお問い合わせ下さい。
